
◆高病原性鳥インフルエンザ情報の把握を願います。
◆通報の遅れは防疫対応に致命的な影響を与えます。
異常を認めたら即、通報願います(夜間等転送対応)。

高病原性鳥インフルエンザの情勢（１月２８日現在）
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◆京都府における発生に関しては、１月１０日に搬出制限区
域、２１日に移動制限区域を順次解除しており、２８日には
監視強化区域を解除し、全ての防疫措置を完了しました。

◆この間、新たに１月２２日に岐阜県（肉用鶏）、２７日に千
葉県（うずら）で発生し、今シーズン１８例目に達しました。
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